
 

 

 

 

令和６年７月 

中小企業庁 事業環境部 取引課 

 

 

「適正取引講習会」への周知協力のお願いについて 

 

 

 中小企業庁では、原材料価格やエネルギーコスト、労務費の上昇分を中小企業・小規模事業者

等が適切に価格転嫁できるよう、下請法や価格交渉に関する無料の講習会「適正取引講習会」を

通年で開催しております。 

 

「適正取引講習会」については、中小企業庁の委託事業の中で、開催および事務局業務を株式

会社 epigramが担当しておりますため、その事務局担当者より皆様にご連絡させていただいてお

ります。 

 

本講習会では、下請法に関する知識や具体的な事例、また適切な価格転嫁を実現する交渉ノウ

ハウなど、取引適正化に向けた様々なポイントを基礎から実践まで、詳しく学べるプログラム構

成としております。中小企業庁としては、できるだけ多くの中小企業・小規模事業者の皆さまに

受講していただき、ビジネスの現場でご活用いただき、取引条件・取引環境の改善、価格交渉、

価格転嫁の促進を実現し、従業員の皆様の賃上げにも繋げて頂きたいと考えております。 

 

つきましては、皆様におかれましては、特に、中小企業を中心に、お付き合いのある企業の

方々に対して、本講習会の開催について御周知いただきますようお願い申し上げます。 

 

なお、講習会の日程およびプログラムについては、本事業のＷＥＢサイトである「適正取引支

援サイト」（tekitorisupport.go.jp/）にてご確認頂けますので、是非ご覧ください。 

 

 

担当 ： 中小企業庁 事業環境部 取引課 田村・赤澤  

直通 ： 03-3501-1669（内線：5291） 

 

※適正取引講習会の詳細については、下記事務局までご連絡ください。 

適正取引講習会 事務局（株式会社 epigram内） 

電話： 03-6820-0670（平日 10:00～17:00） 

tekitori.koushuukai@epigram.tokyo    
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